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１【提出理由】

2018年４月９日（月）開催の本投資法人役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の

種類の特定有価証券（以下「本投資口」といいます。）の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海

外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販

売のみとします。）において行うこと（以下「海外募集」といいます。）が決議され、また、2018年４月

16日（月）開催の本投資法人役員会において、海外募集の発行数及び募集条件等が決定され、これらに

従って海外募集が行われることから、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開

示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第１号に基づき、2018年４月９日（月）付で臨時報告書

を、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項に基づき、2018年４月16日

（月）付で臨時報告書の訂正報告書をそれぞれ提出しておりますが、海外引受会社に付与した追加的に発

行する本投資口を買い取る権利の行使により発行される投資口数が2018年４月19日（木）に確定しました

ので、これに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条

第１項に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

訂正箇所は　　罫で示してあります。

 

（２）　発行数

＜訂正前＞

991,425口

（注）　本募集の総発行数は2,128,200口であり、その内訳は、国内一般募集における発行数は1,136,775口、海外募集における発行数（後記

「（５）引受人の名称」に記載の引受人（以下総称して「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数939,525口及び海外

引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数51,900口）は991,425口です。

 

＜訂正後＞

991,425口

（注）　本募集の総発行数は2,128,200口であり、その内訳は、国内一般募集における発行数は1,136,775口、海外募集における発行数（後記

「（５）引受人の名称」に記載の引受人（以下総称して「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数939,525口及び海外

引受会社に付与した追加的に発行する本投資口を買い取る権利（対象口数51,900口）の行使により発行される口数51,900口）は991,425口

です。

 

(４)　発行価額の総額

＜訂正前＞

12,918,267,750円（上限）

(注)　上記「（２）発行数（注）」に記載の海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利のすべてが行使された場合の上限

金額です。

 

＜訂正後＞

12,918,267,750円

(注)の全文削除
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